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本事例における留意点

完全支配関係のある法人間で寄附金の支出があった場合、支出した法人の寄附金の損金不算

入及び受領した法人の受贈益の益金不算入だけでなく、その支出法人及び受領法人の株主法人

において子会社株式の帳簿価額の寄附修正が必要となる。

事 例

当社の子会社であるＡ社（持株比率100％）は、当社からの借入れにより設備投資を行って

きましたが、投資時の見込みよりも業績が悪いため借入金利が負担となり、このままでは経営

を圧迫しそうですので、当社は金利の一部を減免することとしました。

具体的には、当社からＡ社への貸付利率は３％となっておりますが、これを１％とし、２％

部分を免除するという通知を送付しております。

なお、Ａ社は赤字ではありますが、債務超過の状態ではないため、Ａ社の役員報酬及び従業

員賞与の削減等の具体的な再建計画は策定しておりません。

【当社の会計処理】

現金預金 1,000,000円 ／ 受取利息 1,000,000円

減免した2,000,000円は未収利息に計上していません。

【Ａ社の会計処理】

支払利息 1,000,000円 ／ 現金預金 1,000,000円

免除された2,000,000円は未払利息に計上していません。
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本事例における法令等の検討

１ 寄附金の損金不算入及び受贈益の益

金不算入

平成22年度税制改正により、内国法人

がその内国法人との間に完全支配関係があ

る他の内国法人に対して支出した寄附金の

額は、その支出した内国法人の各事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入し

ないこととされました（法法37②)。

これは、それまでの連結法人間の寄附金

の損金不算入制度が、連結納税を選択して

いない100％グループ法人間の寄附金にも

拡張されたものです。

また、逆に内国法人が各事業年度におい

てその内国法人との間に完全支配関係があ

る他の内国法人から受けた受贈益の額は、

その受贈益の額を受けた内国法人の各事業

年度の所得の金額の計算上、益金の額に算

入しないこととされました(法法25の２①)。

これらの制度導入の趣旨を「平成22年

版改正税法のすべて」（㈶大蔵財務協会：

206頁以下）を引用して説明します。

従来の連結法人間の寄附金については、

支出側で全額損金不算入とされる一方、

受贈側で益金算入とされており、見方に

よれば内部取引について課税関係を生じ

させているともいえる状態でした。そこ

で今回、グループ内部の取引については

課税関係を生じさせないこととする全体

の整理の中で、このグループ内の寄附金

についても、トータルとして課税関係を

生じさせないこととするものです。

なお、支出側で全額損金算入し、受贈

側で全額益金算入する方法でも、トータ

ルとしての課税はプラスマイナスゼロと

なりますが、この方法によると所得の付

替えが容易に行えるようになるため、採

用されていません。

２ 寄附修正

完全支配関係のある子法人に寄附修正事

由が生じた場合には、その親法人において

子法人株式の帳簿価額を修正して利益積立

金額を加算又は減算する必要があります

（法令９①七)。これは、グループ法人間の

寄附により、寄附金、受贈益の課税を生じ

させなかったそれぞれの子法人株式を譲渡

することにより租税回避が考えられること

から、これを防止するための規定です。

具体的な計算式は次のようになります。

【計算式】

(子法人が受けた受贈益の益金不算入額×持分割合）―（子法人が支出した寄附金の損金不算入額×持分割合)

受贈益の益金不算入額と寄附金の損金不算入額はグループ法人税制の適用があるもの

に限ります。
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なお、寄附金の支出法人及び受贈益の受

領法人の直接の法人株主のみが寄附修正の

適用があり、間接に保有する法人株主にお

いては寄附修正の適用はありません。

この制度導入の趣旨を「平成22年版改

正税法のすべて」（㈶大蔵財務協会：208

頁以下）を引用して説明します。

これは、上記１の改正により、グルー

プ法人間の寄附について課税関係を生じ

させないこととなるため、これを利用し

た株式の価値の移転が容易となり、これ

により子法人株式の譲渡損を作出する租

税回避が考えられることから、これを防

止するために、子法人株式の帳簿価額を

調整するものです。

この帳簿価額の修正は、グループの頂

点の法人まで連鎖的に行うことが制度の

整合性の観点から望ましいものではある

ものの、事務負担に配慮し、直接の株主

段階のみ行うこととされています。

この制度の対象となる「子法人」とは、

法人との間に完全支配関係がある法人で

すが、連結完全支配関係がある法人は除

かれています。これは、連結法人の間の

寄附については、投資簿価修正の制度に

より対応できるためです。したがって、

連結法人についてこの制度の適用がある

寄附金は、連結完全支配関係はないが完

全支配関係がある法人、すなわち、連結

除外法人（法法４の２）や外国法人が介

在する完全支配関係がある法人との間の

寄附に限られます。

グループの頂点の法人は、この「子

法人」の定義（法令９①七）に該当し

ないため、上記１の損金不算入となる

寄附金の寄附者又は益金不算入となる

受贈益の受贈者になる場合でも、その

株主において寄附修正は行わないこと

となります。

３ 寄附金の額に該当しないもの

法人税基本通達９―４―１ 子会社等を

整理する場合の損失負担等 では、『法人

がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に

伴い当該子会社等のために債務の引受けそ

の他の損失負担又は債権放棄等（以下９―

４―１において「損失負担等」という。）

をした場合において、その損失負担等をし

なければ今後より大きな損失を蒙ることに

なることが社会通念上明らかであると認め

られるためやむを得ずその損失負担等をす

るに至った等そのことについて相当な理由

があると認められるときは、その損失負担

等により供与する経済的利益の額は、寄附

金の額に該当しないものとする。』と定め

ております。

また、同通達９―４―２ 子会社等を再

建する場合の無利息貸付け等 でも、『法

人がその子会社等に対して金銭の無償若し

くは通常の利率よりも低い利率での貸付け

又は債権放棄等（以下９―４―２において

「無利息貸付け等」という。)をした場合にお

いて、その無利息貸付け等が例えば業績不

振の子会社等の倒産を防止するためにやむ

を得ず行われるもので合理的な再建計画に

基づくものである等その無利息貸付け等を

したことについて相当な理由があると認め

られるときは、その無利息貸付け等により

供与する経済的利益の額は、寄附金の額に

該当しないものとする。』と定めています。
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本事例における取扱いの検討

１ 寄附金に該当するか

事業を継続している子会社に対する金利

の減免は、原則として寄附金に該当します

が、上記の法人税基本通達９―４―２に該

当する場合には、寄附金に該当しないもの

とされています。

本事例の場合、役員報酬及び従業員賞与

の削減等の具体的な再建計画の策定をして

いないということですから、その無利息貸

付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産

を防止するためにやむを得ず行われるもの

で合理的な再建計画に基づくものである等

その無利息貸付け等をしたことについて相

当な理由があるとは認められないため、同

通達の取扱いはなく、寄附金に該当します。

したがって、約定金利の３％と減免後の

１％との差額である２％部分の金利につい

て寄附金に該当することになります。

なお、貴社からＡ社への金利の減免は契

約上は有効なものですが、税務上は合理的

な理由のない金利の減免であるとして寄附

金に該当することになります。

２ 原則的な取扱い

適正な金利と異なる金利の設定を行った

場合、その差額は経済的利益の贈与として

扱われます。例えば、適正な金利よりも低

い金利の設定をした場合、債権者としては、

適正金利によって計算された利息額と約定

金利によって計算された利息額との差額が

寄附金の額に該当することになります。こ

れは、税務上、適正金利によって計算され

た利息額を一度受け取ると同時に上記の差

額部分を債務者に贈与したものと考えるこ

とによります。

また、同様に債務者側では、適正金利に

よって計算された利息額と実際の支払額の

差額の免除を受けたものとして取り扱われ

ますが、未払利息を計上していない場合に

は、その支払利息と債務免除が相殺された

状態にあり、法人税の所得金額の計算には

影響を及ぼしません。

３ グループ法人税制の適用がある場合

親会社と子会社の間に100％の資本関係

がある場合にはグループ法人税制が適用さ

れます。この場合、寄附金の損金不算入が

適用される取引については、相手方におい

て受贈益が益金不算入となります（法法

25の２)。

本事例の場合、貴社はＡ社株式の100％

を保有していることから、貴社とＡ社には

グループ法人税制が適用されることとなり

ます。

そして、貴社からＡ社への金利の減免は

寄附金に該当することから、貴社において

は未収利息相当額をＡ社に対する寄附金と

して損金不算入とし、Ａ社においては未払

利息相当額を貴社からの受贈益として益金

不算入とすることとなります。

４ 寄附修正の処理

貴社からＡ社への貸付金利の減免が寄附

金に該当することから寄附修正事由となり

ます。この場合、貴社が支出法人であり、

Ａ社が受領法人となりますが、貴社はグル

ープの頂点の法人であり、貴社の法人株主

において寄附修正は行いませんが、Ａ社の

法人株主である貴社は寄附修正を行うこと
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になります。

具体的には、Ａ社の受贈益の益金不算入

額2,000,000円に持分割合を乗じて計算す

ることになりますが、貴社の持分割合が

100％であることから、2,000,000円をＡ

社株式の帳簿価額に利益積立金額として加

算することになります。

（貴社）

【会計処理】

現金預金 1,000,000円 ／ 受取利息 1,000,000円

【税務処理】

現金預金 1,000,000円 ／ 受取利息 3,000,000円

寄附金 2,000,000円 ／

Ａ社株式 2,000,000円 ／ 利益積立金額 2,000,000円

【税務修正】

寄附金 2,000,000円 ／ 受取利息 2,000,000円

Ａ社株式 2,000,000円 ／ 利益積立金額 2,000,000円

寄附金2,000,000円は全額損金不算入

【取引概要図】
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貴社の申告調整>

【別表４】

【別表５⑴】
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（Ａ社）

【会計処理】

支払利息 1,000,000円 ／ 現金預金 1,000,000円

【税務処理】

支払利息 3,000,000円 ／ 現金預金 1,000,000円

／ 受贈益 2,000,000円

【税務修正】

支払利息 2,000,000円 ／ 受贈益 2,000,000円

受贈益2,000,000円は全額益金不算入

Ａ社の申告調整>

【別表４】
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【別表５⑴】

〔参 考〕

Ａ社の株主に他社がおり、グループ法人税制の適用がない場合の処理を参考のため記載します。

【取引概要図】

（貴社）

【会計処理】

現金預金 1,000,000円 ／ 受取利息 1,000,000円

【税務処理】

現金預金 1,000,000円 ／ 受取利息 3,000,000円

寄附金 2,000,000円 ／

【税務修正】

寄附金 2,000,000円 ／ 受取利息 2,000,000円

（Ａ社）

【会計処理】

支払利息 1,000,000円 ／ 現金預金 1,000,000円

【税務処理】

支払利息 1,000,000円 ／ 現金預金 1,000,000円

【税務修正】

なし
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貴社の申告調整>

【別表４】

※ 一般寄附金として損金算入限度超過額を計算することになります。

【別表５⑴】

（了)
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